
県では、平成２２年度よりライフラインである送⽔管
の耐震化（２系統化）に取り組んでいます。
・既設管とは別ルートで、耐震性の⾼い送⽔管の整備を⾏っています。
・２系統化による代替性の確保を⾏います。

今回、七尾市藤橋町〜光陽台間の供⽤を開始しました
ので、県⺠の皆様へお知らせいたします。

・供⽤開始⽇：令和４年１１⽉２２⽇
・供 ⽤ 区 間：七尾市藤橋町〜光陽台
・供 ⽤延⻑：約９ｋｍ
・送⽔管⼝径：２００ｍｍ

今回の供⽤により、当該区間の既設送⽔管を断⽔せずに点検、
補修が可能となるなど、万が⼀の安全性が確保されます。

供用開始区間
約９ｋｍ

点検・補修が可能となる既設管

七尾市藤橋町

七尾市光陽台


